
国民健康保険からのお知らせ
『ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ』の送付を始めました

　中山町国民健康保険では平成２３年１２月から「ジェネリック医薬品のご案内」の送付を始めました。
　この「ご案内」は、生活習慣病や慢性的な病気を治療するために現在服用しているお薬をジェネ
リック医薬品（後発医薬品）に切り替えた場合、どの程度お薬代の自己負担額を軽減できるかを参考
としていただくためにご紹介するもので、その軽減額が比較的大きい方にお送りします。
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正しい受診を心がけましょう

１重複受診は
やめましょう!! ２診療時間内の受診を

心がけましょう!! ３かかりつけ医を
もちましょう!!

急患の場合は別として、時間外受
診は加算料金もつき、お医者さん
の負担にもなります。

検査や処置をやり直すため医療費
のムダ使いになります。

病歴や体質などを把握してくれて
いるため、治療効果も上がりま
す。

４特定健診を
受けましょう!! ５毎日の健康管理に

努めましょう!! ６ジェネリック医薬品
を選びましょう!!

食事・睡眠・運動など日常生活を
規則正しく!!

病気の早期発見・早期治療を心が
けましょう!!

新薬とほぼ同じ効き目をもつのに
価格が安く、家計にもやさしい!!

平成２４年
４月から

外来診療における窓口負担での
支払いが自己負担限度額までとなります

　これまでの高額療養費の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の
窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いい
ただいていましたが、平成２４年４月１日からは、限度額を超える分を窓口で支払
う必要はなくなります。

高額の外来診療を受けたとき
健康保険組合など 病院・薬局など

ここがポイント！
○所得によって自己負担限度額が異なるため、あらかじめ国民健康保険（保険者）
から『限度額適用認定証』の交付を受けて、医療機関や薬局の窓口に提示する
ことで適用されます。
○「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。
（高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が、
後日、ご加入の健康保険組合などから支給されます）

高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などで

●７０歳未満の方
●７０歳以上の非課税世帯等の方

加入する健康保険組合などに
「認定証」（限度額適用認定証）
の交付を申請してください

「認定証」を窓口に提示してく
ださい

７０歳以上７５歳未満で、
非課税世帯等ではない方

必要ありません
「高齢受給者証」を窓口に提示
してください

７５歳以上で、
非課税世帯等ではない方

必要ありません
「後期高齢者医療被保険者証」
を窓口に提示してください

事前に
①認定証の申請

②認定証の交付

③認定証を提示
　窓口支払いが
　一定上限額に（※）

（※）窓口支払いの上限額（月当たり）は、
　　所得に応じて異なります。

国民健康保険の届け出を忘れずに !!
　国民健康保険への加入や喪失が生じた場合は、１４日以内に役場へ届け出が必要です。
加入の届出が遅れると、資格取得の日にさかのぼって課税され、保険税の納付が大変にな
ることがありますのでご注意下さい。
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お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ　TEL６６２−２１１３

外来診療窓口で医療費の支払いが高額になった方へ

患者さん
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